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事 務 所 だ よ り  

 

令和３年４月号 

～令和 3年 4月 1日以降の変更点について～ 
担当 杉山 友香 

キャリアアップ助成金は毎年、改正や拡充が行われるため、どのように変わったのかしっかり確認することが

重要です。今回はキャリアアップ助成金の中でも活用が多い「正社員化コース」についてご説明します。 

現在制度の概要 

■支給額（１人当たり、中小企業の場合） 

① 有期 → 正規：57万円  

② 有期 → 無期または ③ 無期 → 正規：28万 5,000円  

＜①～③合わせて、1年度 1 事業所当たりの支給申請上限人数は 20人まで＞ 

■各種加算措置（１人当たり、中小企業の場合） 

 (1) 派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者として直接雇用した場合 28万 5,000円 

 (2) 母子家庭の母等または父子家庭の父を転換等した場合 95,000円 

 (3) 若者雇用促進法に基づく認定事業主が 35歳未満の者を転換等した場合 95,000 円  

(4) 勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定し、有期雇用労働者等を 当該雇用区分に転換または 

直接雇用した場合＜１事業所当たり１回のみ＞ 95,000円 

新要件   

上記加算措置のうち、（３）を廃止。（４）の対象として新たに勤務地・職務限定正社員制度または短時間正

社員制度を新たに規定し、有期契約労働者等をこの制度に転換または直接雇用した場合も助成額が加算されま

す 

正社員化コースに障害者正社員化コースというのが新設（障害者雇用安定助成金からの移管） 

① 有期⇒正規 1人あたり 90 万円（67.5万円）  重度障害者の場合は 1人あたり 120万円（90万円） 

② 有期⇒無期 1人あたり 45 万円（33万円）   重度障害者等の場合は 1人あたり 60万円（45万円） 

③ 無期⇒正規 1人あたり 45 万円（33万円）   重度障害者等の場合は 1人あたり 60万円（45万円） 

支給要件の変更 

現行要件  

正規雇用等へ転換等した際、転換等前の６か月と転換等後の６か月の賃金を比較 して、

以下のアまたはイのいずれかが５％以上増額していること 

 ア 基本給および定額で支給されている諸手当（賞与を除く）を含む賃金の総額   

イ 基本給、定額で支給されている諸手当および賞与を含む賃金の総額（転換後 の基本給および定額で支給さ

れている諸手当の合計額を、転換前と比較して 低下させていないこと。）  

新要件  

正規雇用等へ転換等した際、転換等前の６か月と転換等後の ６か月の賃金(※)を比較して３％以上増額してい

ること ※基本給および定額で支給されている諸手当を含む賃金の総額であり、賞与は含めないこととします。 
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新型コロナウイルス感染症については、様々な支援策がありますが、学校休業等

により子どもの世話のため仕事を休んだときの支援には、小学校休業等対応助成金

が用意されています。この助成金は、新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、

小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子どもの保護者である労働

者の休職に伴う所得の減少に対応するため、有給の休暇を取得させた企業に対して

助成されるものです。この助成金に関し、活用が進んでいないことから、労働者が

直接申請できる仕組みの導入が検討されています。具体的な対応方針は以下のとおりです。 

・労働局からの小学校休業等対応助成金の活用の働きかけに事業主が応じない場合、労働者が直接申請

できるようにする。 

①令和２年２月２７日から同年３月末までは、小学校休業等対応助成金を労働者が直接申請。  

②令和２年４月以降は、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みにより給付。  

・②については申請に当たって「休業させた」との取扱とすることに事業主が同意すること、①②とも

に休業の事実や賃金の支払状況等について確認が得られることが必要。  

・②について休業支援金・給付金の対象にならない大企業労働者の場合については、企業

への助成金活用の働きかけを強化。 

 小学校等の臨時休業等に伴う休業は、事業主が休業を命じるのではなく、労働者が休み

を取る（取らざるを得ない状況になる）ため、休業よりも取り扱いが難しくなりそうです。  

 

                お遍路にて・・・とうとう発狂するの編         

                                       担当   伊東 毅 

 コロナ禍から 1 年が経過しようとしています。雇用調整助成金の申請に振り回された 1 年でした。誰もいな

い深夜や休日にデスクワークする際、YouTubeで昭和の曲を聴きながら、何時しかブツブツ。 

尾崎豊さんよ、『15 の夜』に盗んだバイクでかっ飛ばすのは君はカッコ良いけどよ。そのバイクは同じ年の

子がバイトしてやっと買ったバイクだぜ！その子の気持ち、考えたことある？それに太田裕美さんよ、都会に

行った彼氏が君に似合いの指輪を探すよって、見違えるようなスーツ姿見てくれって、言ってくれ

ているのによ。アンタは「いいえ」から始まる会話しか返していないよね！否定から始めちゃダメ

でしょう！そんなだから『木綿のハンカチーフ』も買ってもらえないよ！ブツブツと、名曲にさえ

粗さがしをしている自分がいました。 

色々な難題、理不尽さをグッと耐えてきた日々でした。仕事で積もりに積もったストレスが、あるきっかけ

でどうしようもなく抑えきれなくなって、風呂場で「わぁー、わぁー、わぁー」と何回叫んだでしょうか。叫

んでいる発狂した自分の顔を見ても、まるで他人を見ているようで何の感情もない。翌日は声がすっかり潰れ

てしまっていました。 

コロナ禍で大変なご心労されている経営者の皆さんにお願いです。24時間 365日、寝ている時も夢に見るく

らい会社のことを考えておられる、しかし、倒れたら元もこうもありません、無理しないで下さい。実体験か

ら効率的に働かれるのは 1日 12 時間が限度。月に 1日、許されるのなら 2日は気分転換をして下さい。大きな

声を上げて、疑似発狂するのも良いかもしれません。しかし、出来れば人に見られないようしましょう。     

出来れば、ですが・・・。初めての発狂にびっくりしたのか、家人が「どうかしたの？」

落ち着いた私は、「・・・」と声に出さず答えていました。世の中には声にするといけ

ないことが何と多いことか…。 


